
H29.6.1改定

市内 市外 有料 無料

70% 13,500円 11,000円

45% 10,000円   7,800円

70% 13,500円 11,000円

45% 10,000円   7,800円

3,750円 7,500円 45%

2,250円 4,500円 45%

備考

100％点灯 70％点灯 45％点灯

有料

無料

備考

4,000円 8,000円

・夜間照明施設の点灯割合を増加した場合は、増加した点灯割合の使用料を徴収する。

5,000円

・市内とは、本市に住所を有する団体をいう。

高校生

100% 18,500円職業人

8,000円

有料の場合のグラウンド 使用加算料

社会人

区分

グラウンド使用料 夜間照明施設使用料

1時間
点灯率

中学生以下

1時間

・有料とは、入場料その他これに類する料金を徴収する場合をいう。

12,000円

入場料その他これに類する
料金(最高額)の120人分

・夜間照明施設は１８時から点灯となります。

□　野球に準ずる球技以外で利用する場合

入場料その他これに類する
料金(最高額)の100人分

夜間照明施設使用料

1時間

大学生

・有料とは、入場料その他これに類する料金を徴収する場合をいう。

4,000円

入場料その他これに類する料金(最高額)の120人分45,000円

18,500円

1日1時間

■　平塚球場使用料

□　野球に準ずる球技で利用する場合

グラウンド使用料

有料の場合のグラウンド
使用加算料

1日

13,500円

区分

30,000円

5,000円

15,600円

100分の10を超えない範囲内にお
いて規則で定める割合を入場料総
額に乗じて得た額又は50万円のい

ずれか多い額

10,000円



備考

  500円

  750円

・室内投球場の使用料については、グラウンドと同時に利用する場合は、徴収しない。

4,000円4,000円

1,000円

1,000円

1,000円

  500円

  800円

区分

市外

野球に準ずる球技で利用する場合

1時間

市内

  350円

  400円

  700円

・市内とは、本市に住所を有する団体をいう。ただし、大会のときは、その規模による。

野球に準ずる球技以外で利用する場合

2,000円

2,000円 2,000円

2,000円

スタンド

その他

1時間

  700円

  800円

区分

職業人

1,000円防球ネット(一式)

同上記以外のもの

バッテイングゲージ(1台)

同

5,000円

1,000円

広告表示面積1平方メートル1日につき

同

□　広告掲出使用料

グラウンド

1,500円

1,000円1,000円

1,500円

□　球場附属施設、器具使用料

単位

本部室

室内投球場

スコアボード

放送器具

ピッチングマシン(1台)

2,000円

1,000円

3,000円

金額

野球に準ずる球技
での横断幕、

看板その他これに
類するもの

会議室　(会議室Ａ)


